
 

病院局職員による、業務に用いたデータを保存したＳＤカードの紛失がありましたので、

お知らせします。 

このたびは、関係者の方にご迷惑をおかけし、また、市民の皆さまへご心配をおかけした

ことを心よりお詫び申し上げます。今後、再発防止および情報の適正な管理に努めてまいり

ます。 

 

１ 概要 

令和７年１２月１９日、病院局職員が業務に使用していたＳＤカードの紛失が判明し、

職員はその後、紛失場所の捜索を継続しましたが発見には至らず、令和７年１２月２４日

に正式に報告がありました。 

当該カードには業務関連のデータが保存されており、メールのやり取り等を通じて個人

情報が含まれている可能性があることが判明しています。 

なお、現時点において、情報等の漏えいによる被害は確認されていません。 

 

２ ＳＤカードに保存されていたデータ 

職員が過年度に所属していた部署で、業務の一環として作成したデータや工事に関する

図面など資料や業務に関連するメールが保存されていました。 

これらのデータには、業務上必要な情報が含まれており、メールの内容によっては個人

情報が含まれている可能性があります。 

 

３ 対応状況 

現在、紛失場所の調査を進めるとともに、当該ＳＤカードに保存されていたデータの関

係部署へ報告しました。 

 

４ 再発防止の取り組み 

（１）外部記録媒体の取り扱いに関するルールに基づき、持ち出し管理および暗号化の徹底

を行う。 

（２）全職員に対して、千葉市情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ対策

の徹底についての通知を速やかに発出し、再発防止に努める。 
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